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鑓人{守番されている既存の番号制度について

(税務に利用する視点からの整理)

住民票コード 基礎年金番号

根拠規定 嶋住民基本台鰻法 -欝築年金法語行規期{改定後:闇民年金法]浅 

付番機関 • r言区町村〔蔀遊詩集又 iま全富センターにおいても管理) -社会保険i〒[改正後:厚生労{動大臣】注

{守番対象者 -居住者{東京都国立車、語島県矢祭町は不要参加) -公的年金加入者等(外悶人も含む)

目的 鋼生畏基本台帳事務の簡素化"効率化(転入刷版出事務

等)

幽閣の行政機関帯への情報提供(法律又は条例上明確

に規定された事務に利用を限定〉

網住畏 iこ対する様々なサ…ピス提{共〈条舗による帯震7村
独自の科用等〉

-公的年金の制度運営の一躍の溜正化

未加入障題への対Jt

静給鵠整の連互生

行設サービスの i有上{年金相談“年金裁定)

覇者性

の観点

-殺が盟で唯一、すべての住民に対し 1対 1の付識が兜

了している。

-年金制度来加入者が付番されていない。

欝 可視性
意

の観点
点

-本人に番号が通知されているが、住基カードょには明

記されていない。

"イ金基法でiま、民間事業者〈給与の支払者や金融機鵠

警察)が、住民票コードの告知を求めることが一切禁止さ

れている。

-年金事犠警察に番号が記載されている。

-現状記おいては、民需事業者が、基礎年金番号の告

知を求めることは、法令上規制されていなし、。

【改正後:年食事業者を除き、基礎年金接待の告知を
求めることが法律上禁止される。】注

(注) r改正後Jlet、社会環険庁改革関連法(平成 19年6月30日成立)Iこよる改正後のものであり、平成 22年 1月1日から

麗行の予定。 
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ただし、資料情
報制度の拡充
にも限界あり。

把握可能な所得の範囲

• 名寄せの効率性と正確性が増し、
より多くの調書を基に、申告書を審
査することが可能に。

• 税務調査の対象者を的確に選定。

• 納税者への牽制効果も。

番号制度の導入により、所得把握
の精度が向上

現行の資料情報
（全５３種）

・公的年金等の源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・投資信託の収益分配支払調書

等、年間約１億４千万枚

資料情報制度の拡充により、

所得把握のための資料が

充実。

所得把握の確実化

資料情報の範囲の見直しの必要性資料情報の範囲の見直しの必要性

所得把握
の精度

○ 「番号制度」の導入により、税務当局に提出される資料情報について、名寄せの効率性、正確性が高ま
り、所得把握の精度が向上。

○ これと併せて資料情報の範囲を見直すことにより、一層確実な所得把握が可能となる。
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未定職 主要閣における資料情報の概要(個人)� 

(2009年7月)

自 本 アメリカ 才一ストラリア イギリス縫ヰ} フランス~市町-

金融 所 樽 �  

X 。ノ� O O O(源泉分議録税)

-配当フ

-株式譲渡  
楠帽冒泊・.ーー圃世世世幽曲e輸咽輔岨醐醐幽盆晶画..ー国膏骨輔輔帽曲軸軸軸帽帽帽帽曹

事 業所得 
  

給与所得 
  

不動産譲渡 
  

居丙送金、頚金の入出金�  

;毎外送金 

金融紫産

口

ス� 

ト
-株式課有  

ー司 嘩 酬 明 騨 剛 剛 岬 輔 岬 岬 岬 幽 ー . ー . . . . . . ......帽岬圃帽帽陣-..箇修岨幽温ーーーーーー圃岬柑醐 


ツ
不 動 産 �  

黄金属 
  

海外資産 
  

ク

O 

O 


.曹掃除量時帽圃蝿軸軸咽噛司開・・・・ーーーー暗暗闇醐輯軸軸暢険制

× 

O 

O 

X 

O 

X 

X 
相険刷櫨瞳....~ ~・ーーー..晶画同軸酬輔骨骨雌輯圃画ーーー

× 

× 

X 

O 

O 


醐圃圃圃圃量量世直唱曲曲坤梯蝿栴暗暗司事帽暗闇..ー明暗骨

X 

O 

O 

O 

O 

× 
〈怒し、記録保存義務あり}

× 
輔幽幽唾幽岨陣柵剛軸軸軸肺骨骨ー...幽掴盤幽暗柑嶋軸輔輔柵

× 

× 

O 

O 

o 

骨骨融情輔掛醐圃睡姐隆邑ーーーー姐 隆 昌 幽 咽 咽 申 骨 骨 骨 骨 帽 帽 曹

X 

O 
× 

× 
0:主3)

× 
。:主3)

O 

X 
骨骨帽明.-_..幽晶画晶画岨輔輔惜惜世情曲四・圃酎幽世岨畠

× 

× 

× 

O 

O 


ーーー.軍帽同開帳胃腸岬柵欄桝晶晶瞳ーーー・ーー・圃幽幽幽咽岨噛

X 

O 

O 

× 

× 

× 

O 
咽輔骨骨輔醐・・ーーーー岨岨--・・ー・催輔輔輔惜幽圃圃  a肉--咽 

X 


X 


O 

O 

O 


楠骨骨帽帽・・・-.揮..咽.......剛脚輔相蝿盆圃ー・宙圃量ー軸圃 


X 

O 

O 

× 

× 
(依し、記録保存義務あり)

O 

× 
. .・h 帽帽暢醐醐醐剥恥晶・・・...........田圃幽幽量岨醐醐相棒楠暢 


X 

X 

O 
G主� 1..J資料情報� Ir.は‘取引の内容簿を記載した資料認を税務当局に権出することを義務付けている資料をいう。� 

万円以下の給与所得源泉徴収票、500:年間安払額11情::t.キなものについて記載しており.一定の擢出省略基準があるこ什に忽費する必響がある角l上書記資料情報ぬ積雪経2.
会融機関を経密する翻外送憂会等で� 1盟あたり� 100方向以下の談合等裁饗簿}� 

3.オーストラリアにおいては、� f盟内議金、積金の入出会J及び� F海外送金j に係るー廷の取引について、マネーロンダリング設びテロ資金対策のための政府機隈に対す
る報告畿務が設けられているところ、その構報を貌務当局も利用することがで念る。� 

4.イギリスにおいては、資料情報の提出義務者は、税務当局の求めに応じて、資料構報を提出しなければならない。� 
5. ドイツiこ話、資料情報器産は原則として存複しないが、代替鵠役割を果たし得る鱗度として、閣議著者の情報提供、官庁認の相革協力、義務所及び連邦、自治体の諸官庁

の諜袈需報のi通知義務がある。

(参考) 納税者鶴号 なし あり あり あり蝕) なし� 

u主〉 イギリスにおいては、国民保険番号(Nationallnsuranc母� Number)が税務富飴iこ一部用いられている。� 
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15 

( 最近の罷税犯期事件の状況

。告発件数(;;t~概ね年間 150'" 1叩件前後で推移している。
 

01件当たりの謹脱税額(脱税額)は概ね� 1億� S千万円程度であるが、近年は上昇鎮肉に為る。


。最近は、大口の無申告事案、源来所得税の本鵠付事案、渚費税の本正還付事案fJl増加している。


11'牛あたりの続税額〈万符} 件数� 

20，000 170 

18，000 

16，000 

160 
14，000 

12，000 

10，000 150 

8，000 


6，000 

140 

4，000 

2，000 

O 130 

10 11 12 13 14 15 16 
岩手皮{平成}

(注)1.国税庁讃

え 「件数j 詰諜期として違反行為者数〈法人であれば社数)


告発件数
(右自護) 

17 18 19 20 




艇の犯郎事案例�  i 

円以下の罰金又は併科(罰金は最高脱税額以下まで可)) 

・法人の代表者が、借名名義で事諜在行い、	 4課税期間にわたり� 70億円の所得を務臨


[判決]懲役 4年・罰金� 6億円
 

or単純無申告罪(申告書不提出)I(現行:1年以下の懲役又はお万丹以下の罰金〉

・外国為替証拠金取引	 (FX取引)奇行っていた者が、� 10鑓円の運用益を全く串告せず


{判決)懲役 l年(執行猶予� 3年〉


。線泉所簿税本絹{守罪I(現行:3年以下の懲役若しくは� 100万円以下の罰金又は併科(罰金は最高脱税額以下まで可)) 

・料飲1;5経営者が、ホステスに支給した報酬等から徴収した源泉所得税のうち� 2億� 3，000万円余りな納付せず、

私的に費消


{判決)懲役 2年(執行猶予4年)・罰金� 6，100万円
 

o~正還丙ーの京選[
・消費税課税事業者が、岳ら架空の輪出免税売上及び関内課税仕入を行ったように装い、清費税還付申告帯を提

出したところ、税務署長が不正に気づき還付を留保

二今処罰規定なし� 

16 



17 
税法違反に対する刑事罰則の体系(現行)

違反行為 刑事罰 参考(行政罰)� 

①虚� 0過少申告加算税� 

00%、期限内申告税額又は� 50万円
偽 過少申告
申 のいずれか多い金額を超える部分
丘ヒ� 
Eヨ は� 15%). 
無� 0単純無申告罪(申告書不提出の行為のみを評価)� 0無申告加算税� 

-<'" 

申 無申告 -直接税ニ今 1年以下の懲役又は� 20万円以下の罰金� 05%、50万円超の部分は� 20%)
丘Eヒヨ

-間接税ニ今10万円以下の罰金又は科料

不正行為による過少・� 
0遁脱罪(脱税犯)� O重加算税

無申告・受還付
-直接税ニ今5年以下の懲役若しくは500万円(骨状により脱税額)以下の罰金又は併↓ (過少 35%、無申告� 40%)

-品守接存在今5年以下O)j.星野生若しくは50万円(↑割犬により臨事織の3倍)以下の罰金又は併科

②源泉徴収不納付� 0源泉所得税不納付罪� O不納付加算税� 

. 3年以下の懲役若しくは� 100万円(情状により脱税額)以下の罰金又は併科� (10%) 

③ 
/ 

申告書不提出� u (単純無申告罪(再掲))� oc無申告加算税(再掲))
調
査� . O 【法定調書】虚偽記載・不提出罪(1年以下の懲役又は� 20万円以下の罰金)
{数 調書の不提出等
収� 

O 【財産債務明細書・総収入金額報告書等】活
動� 

0検査忌避罪の
妨 検査拒否等 -直接税ニ今 1年以下の懲役又は� 20万円以下の罰金
三E司呈

-間接税ニ今10万円以下の罰金又は科料

滞納処分妨害� 
0滞納処分妨害罪� 

. 3年以下の懲役若しくは� 50万円以下の罰金又は併科

④滞納� 0延滞税

(原則 14.6%)

(注)租税に関する罰則の法定刑については、昭和 56年に現行の水準まで引き上げられたが、それ以降見直されていない。



他の主要な経済犯における罰則の例

法律名 罪名等 現行の法定刑 参考(直近の改正)

金融商品取引法 不正行為、風説の流� 

布、相場操縦行為等

虚偽の情報開示

10年以下の懲役若しくは� 1，000万

円以下の罰金文はこれを併科� 

平成� 18年に各々懲役刑・罰金刑を引上げ

(5年今10年、� 500万円今1.000万円)

知的財産権の侵害

罪に対する罰則

特許法関係

商標法関係� 10年以下の懲役若しくは1，� 000万� 

円以下の罰金文はこれを併科

ヘ� 

平成� 18年に各々懲役刑・罰金刑を引上げ

( 5年今10年、� 500万円寺1.000万円)

平成� 18年に懲役刑・罰金刑を引上げ

(3年二今10年、� 300万円寺1，� 000万円)

意匠法関係

ヤミ金融に対する

罰則の強化

貸金業法(無登録営

業等)� 10年以下の懲役若しくは� 3，000万

円以下の罰金文はこれを併科

平成� 18年に懲役刑・罰金刑を引上げ

1， 年、10年二今( 5 000万円二斗，� 000万円)

-平成 18年に懲役刑・罰金刑を引上げ

( 5年今10年、1.000万円寺3，000万円)

出資法(著しい高金

利の貸付)� 

詐欺による破産・

更生� 

破産法関係

10年以下の懲役若しくは� 1，000万

平成� 16年に罰金刑を付加

(罰金刑なしキ1.000万円)

会社更生法関係

民事再生法関係� 

円以下の罰金文はこれを併科 平成� 16年に各々罰金刑を引上げ

(200万円寺1.000万円)

刑法 詐欺罪� 
10年以下の懲役

業務上横領罪� 
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納税者憲章について� 

OECD租税委員会「納税者の権利と義務-プラク?ィス・ノートJ(仮訳) (抄)

納税者憲章� 

21 納税者識輩は、納税者の税務に関する権利・義務をわかり易い雷襲で要約しかっ説明して、こうした構報をより
多くの納税者に周知させ理解させようとする試みである。� 

22 ほとんどの閣の納税者懇軍は、若干の盟においてんーワング{税務思接決定文書〉そ構成しうると泣いえ、這全
の説明文書(手引文脅=)であって、それ自体は法的な文書でiまない。一毅的に、納税者憲章は、関係法令に含まれ
ているもの以上に権利義務を加えるものでiまない。� 

23 本ガイダンスで未されている議論に基づき、続税者憲章にみられる憲章の基本的事喋例を添付している。ただし、
これら基本的事項鰐忍びそこで述べられている内容が、全ての税務詣謁!こ当てはまるとは限らない。納税者憲章の
作成にあたって誌、その菅轄iこおける穏観政策、法制環境、執行実務及び文化を適切に皮映しなくてはならない。
したがって、たとえ総説審議離がない閣であっても、鶴税者憲章が公布されている閣と問機に、納税者の権利が実

務上保護されていることにも欝惑する忠饗がある。

納税者懇意の基本的な記載事項例(OECD報告書)

)納税者の権利(1 (2)納税者の義務

ワ〉情報提供・支援・意見聴取を受ける権利

②不服申立ての権利

@正当税額のみを支払う権利

⑦誠実に対応する義務

⑧協力義務

⑨正確な構報・書類の期限内接出義務

命記醸・� i接簿等の保存義務ゆ予測可能性の確保

⑫期隷内納付義務⑥プライパシーの権利

⑥個人情報保護� (3)説法上の義務不窪行の場合に続税者が受けうる制裁

〈行政上・� jftJ事上の撞童)

(出典)寸axpayers'Rights and Obligations -Practice Note (2003) 持� (OECDCommitt侃� ofFiscalA位協�  ForumonT:砿� Administration) に仇'山� 



OECD加盟国における納税者意章の制定状況(主な箆)� (2009年� 11 J害援を:未定稿)

菌名� i 納桟者憲章� i制定年(控1) I性格(注目� i 構考

……計三一 L~~開閉暫 ----------______.J_.___ 虫色 1______~~理一一;一…一
 一…一一

一一� 
-J壬，~'と句ト一一一一竺竺壬，~空t:":::2空芝任壬~とb;芸主-主どど三土竺三士:ごごT ~--J糊:ゴコ-ご:ご竺さ繍 T 一一一J同?型号樫樫?存竺号空働聖雪窒璽空空空町一………一.軒旬.-同同-司‘

m………脚……糊剛……鰍……僻欄…….一…副"一.一?一一-一一一一…輔愉…陶叩駒…一…舗…一一-一一-一一-一一-一一一笥一…"一…網……一一伊一一目一一一円叩町一………一一一一……………一一一一一一一一一一一……寸

。当初� 1986年!こ公文書として制定されたものは、� 2003年に事実上廃止。

11月に憲章の作成，公表の根拠親践が怠7年2009年・財政法により、102009公文書i年i 1986イギリス� 納税者憲章� 設調

………一一一一一…一…ι一一一一……………ー一一一一一一…J 附制…"一一一…………一__L………一一ー一一一L...lL豆整理)0一一一…ωー--------一一一一一一……欄側側…一一}ー� 

@欝査を受ける納税者の権| ①1987年� ICD公文欝� 

⑦1987受容の租税手締法の改正により、税務当局が税務翻資実施前iこ間懇意後納

| 税者!こ交付することとされた。

フランス� i 利と義務に寵する憲章� I@r簡便、尊襲、公正jの� 3大混愈i二基づき、利用者と税務当局それぞれの権科犠

(2)納税審議章 i争2005年� i ②公文書� i務をわかりやすくまとめたもの02005年� 5月に納税者委員会に摺示された後、公

表された。� 

アメリカ� 
11.，......_ ..it~J.， ~-U'U lOiiI _....... 
納税者として

..

_... _.~_. I 
v，のあなたの権利./� """".t:7"'#_"'TfE....J..J I.. 

1988年� 
I ，"，~... ""，-，-..n | 全文欝� ~............... 

I019路年の税制改:iE法において、納税者の権樹等を簡潔に説明した声明文を財i務羨賓が作成・配布することとされた。

アイルランド� i続税者難章� 1989年� i 公文醤

スウェーヂン� i納税者機科憲章� 1996年� i 公文書

オーストラワア |斡税者憲輩 1997年� | 公文書

韓関 納税者権利憲重量� 
。覇税基本法(1997年改正)により、盟税庁長官が憲章の制定及び告示を行うこと

1997年 公文番
とされたm

トルコ� I~納税者権制章言 2005年� | 公文書

オーストリア� h納税者意撃� 2008年� | 公文書

スペイン� i納税者権利探緯〈法� 1998年� i 法律� i二
イタリア� i納税者権料章典� 2000年� i 法律� 

im- …L~L 一一
器本 !なし

一上一二�  I…二一一l二一 一一一一一一一一…一一 ー

(注1) 警戒支配年とは、各霊において最初に続税者憲章が制定された年であり、上記に示した納税者憲議が制定された年ではない場合がある。

{窓2) 公文饗剖立、課税当局発表のもので、納税者の権剥等をわかりやすくまとめた声明文あるいは法律において窺建している納税者の機科を平易にまとめた公式文書をいう。� 
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選択�  

(J鹿� 75ゆ等)

者キ見車内

ぎ発

......._.............-1 

j 

j仔訴:行政事件訴訟法;

国税に関する不服申立製度� 

O悶税の不服申立手続においては、処分の大量性、争いの特殊性から、「異議申立てj 及び� f審査講求J

豆長鑓を設け、原則としてこれらの苧続を経た後に原処分の取清訴訟を提起できることとし、結説者の
簡易・迅速な救済と、争訟の合唱化を図っている。

。また、審査請求については、特に器班の客観性・公IE'I生を高める観点、から、執行とは分離された、思税
庁の特別の機関である「国税不服器判所Jがこれを行うこととしている。

所得税、法人税の青色申告審に

係る受正の場合、臭繊申立てで
きる箇の教示がない場合等

n
h
y
の

か
以
引

同の

必

‘

国税不壊審李IJ所長

指示 意見申出

国税庁長宮
通達の解釈と奨なるとき、

重要な先例となる
議決 諮問

(通 99)

; …凡伊~ 国税審議会�  

;藷:関税通刑法 

裁 由
十 所
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